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地方卸売市場大船渡市魚市場業務規程改正案 

改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 改正趣旨 

○地方卸売市場大船渡市魚市場業務規程 ○地方卸売市場大船渡市魚市場業務規程  

昭和48年１月25日告示第３号 昭和48年１月25日告示第３号  

改正 改正  

昭和50年９月１日告示第25号 昭和50年９月１日告示第25号  

昭和55年５月１日告示第26号 昭和55年５月１日告示第26号  

昭和57年６月25日告示第33号 昭和57年６月25日告示第33号  

昭和63年12月20日告示第71号 昭和63年12月20日告示第71号  

平成元年２月１日告示第３号 平成元年２月１日告示第３号  

平成元年３月25日告示第19号 平成元年３月25日告示第19号  

平成５年３月16日告示第10号 平成５年３月16日告示第10号  

平成８年３月28日告示第23号 平成８年３月28日告示第23号  

平成12年８月31日告示第70号 平成12年８月31日告示第70号  

平成17年３月14日告示第22号 平成17年３月14日告示第22号  

平成17年７月29日告示第108号 平成17年７月29日告示第108号  

平成18年９月29日告示第130号 平成18年９月29日告示第130号  

平成25年６月27日告示第99号 平成25年６月27日告示第99号  

平成26年４月１日告示第128号 平成26年４月１日告示第128号  

平成29年10月23日告示第183号 平成29年10月23日告示第183号  

 令和２年〇月〇日告示第〇号  

地方卸売市場大船渡市魚市場業務規程 地方卸売市場大船渡市魚市場業務規程  

（趣旨） （趣旨）  

第１条 この規程は、地方卸売市場大船渡市魚市場（以下「魚

市場」という。）の運営に関し、地方卸売市場大船渡市魚市

場条例（昭和48年大船渡市条例第３号。以下「条例」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、地方卸売市場大船渡市魚市場（以下「魚市

場」という。）の運営に関し、地方卸売市場大船渡市魚市場条

例（平成25年大船渡市条例第51号。以下「条例」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

参照条例名の改正 

（定義） （定義）  

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

 

(１) 卸売業者 卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」 (１) 卸売業者 条例第４条の２第１項の許可を受けた者で、 県条例の廃止による
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改正前 改正後 改正趣旨 

という。）第58条第１項の定めるところにより、岩手県知

事の許可を受けた者で、条例第４条の使用許可を受けて魚

市場において卸売業務を行う者をいう。 

条例第５条の使用許可を受けて魚市場において卸売業務を

行うものをいう。 

改正（市条例に規定） 

(２) 買受人 卸売市場条例（昭和47年岩手県条例第16号。

以下「県条例」という。）第14条の定めるところにより、

市長の承認を受け、魚市場において卸売業者から卸売を受

ける者をいう。 

(２) 買受人 条例第15条の定めるところにより、市長の承認

を受け、魚市場において卸売業者から卸売を受ける者をい

う。 

県条例の廃止による

改正（市条例に規定） 

(３) せり人 卸売業者が県条例第23条第２項の定めるとこ

ろにより、岩手県知事に届け出た者をいう。 

 

 

県条例の廃止により

削除。本規程第12条

に別途規定。 

（魚市場の面積等） （魚市場の面積等）  

第３条 魚市場の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとす

る。 

第３条 魚市場の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとす

る。 

 

 名称 敷地面積 卸売場面積   名称 敷地面積 卸売場面積   

 地方卸売市場

大船渡市魚市

場 

38,120.75平方

メートル 

14,391.81平方

メートル 

  地方卸売市場

大船渡市魚市

場 

38,120.75平方

メートル 

14,391.81平方

メートル 

  

（取扱品目） （取扱品目）  

第４条 魚市場の取扱品目は、生鮮水産物及びその加工品とす

る。 

第４条 魚市場の取扱品目は、生鮮水産物及びその加工品とす

る。 

 

（開場の期日） （開場の期日）  

第５条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものと

する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休日

を追加し、又はこれを臨時に変更することができる。 

第５条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものとす

る。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休日を追

加し、又はこれを臨時に変更することができる。 

 

(１) １月１日から同月３日までの日及び12月31日 (１) １月１日から同月３日までの日及び12月31日  

(２) ８月14日から同月16日までの日 (２) ８月14日から同月16日までの日  

(３) 前各号に規定する日を除く日曜日 (３) 前２号に規定する日を除く日曜日 表現の修正 

（開場の時間） （開場の時間）  

第６条 開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、魚

市場の業務の運営上特に必要があると認めるときは、これを

臨時に変更することができる。 

第６条 開場の時間は、午前５時から午後５時までとする。ただ

し、魚市場の業務の運営上特に必要があると認めるときは、こ

れを臨時に変更することができる。 

表現の修正 
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改正前 改正後 改正趣旨 

午前５時から午後５時まで   

（開場期日等の変更通知） （開場期日等の変更通知）  

第７条 開場の期日、時間又は販売開始の時刻を変更しようと

するときは、あらかじめ、関係者に通知するものとする。 

第７条 開場の期日、時間又は販売開始の時刻を変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係者に通知するものとする。 

 

（卸売業者の定員） （卸売業者の定員）  

第８条 卸売業者の定員は、１人とする。 第８条 卸売業者の定員は、１人とする。  

 （卸売業者の許可の申請） 市条例第４条の２に

規定した卸売業務許

可の手続き規定等の

追加（廃止された県

条例と同様に規定） 

 第８条の２ 条例第４条の２第１項の許可を受けようとする者

は、魚市場卸売業務許可申請書（様式第１号）に事業計画書、

財産目録その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 （許可証の交付等）  

 第８条の３ 市長は、条例第４条の２第１項の許可をしたとき

は、卸売業者に対して、魚市場卸売業務許可証（様式第２号）

を交付しなければならない。 

 

 ２ 卸売業者は、前項の規定により交付された許可証を魚市場内

の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 

 

 （営業及び事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割）  

 第８条の４ 卸売業者が、営業又は事業（魚市場における卸売の

業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場合において、譲渡

人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の承認を受け

たときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。 

 

 ２ 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業

者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合

を除く。）又は分割の場合（魚市場における卸売の業務を承継

させる場合に限る。）において、当該合併又は分割について市

長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併に

より設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人

は、卸売業者の地位を承継する。 

 

 ３ 第１項又は前項の承認を受けようとする者は、市長に申請し

なければならない。 

 



4 

 

改正前 改正後 改正趣旨 

 ４ 条例第４条の２第２項の規定は、第１項又は第２項の承認に

ついて準用する。 

 

 （相続）  

 第８条の５ 卸売業者が死亡した場合において、相続人（相続人

が２人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の

魚市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたとき

は、その者）が被相続人の行つていた当該業務を引き続き営も

うとするときは、市長の承認を受けなければならない。 

 

 ２ 前項の規定による承認を受けようする者は、被相続人の死亡

の日から起算して60日以内に、市長に申請しなければならな

い。 

 

 ３ 相続人が第１項の規定により承認の申請をした場合におい

ては、被相続人の死亡の日からその承認をした旨又はその承認

をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してし

た条例第４条の２第１項の許可は、相続人に対してしたものと

みなす。 

 

 ４ 条例第４条の２第２項の規定は、第１項の承認について準用

する。 

 

 ５ 第１項の承認を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。  

（魚市場施設の使用許可申請） （魚市場施設の使用許可申請）  

第９条 条例第４条の使用許可を受けようとする者は、魚市場

施設使用許可申請書（様式第１号）を提出しなければならな

い。 

第９条 条例第５条の使用許可を受けようとする者は、魚市場施

設使用許可申請書（様式第３号）を提出しなければならない。 

参照条文の改正 

様式番号の改正 

（卸売の業務に係る物品の品質管理の方法） （卸売の業務に係る物品の品質管理の方法）  

第10条 卸売業者は、品質管理の責任者を定め、市長に届け出

るとともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に

掲示しなければならない。届出の内容を変更しようとすると

きも同様とする。 

第10条 卸売業者は、品質管理の責任者を定め、市長に届け出る

とともに、品質管理の責任者名を卸売場の見やすい場所に掲示

しなければならない。届出の内容を変更しようとするときも同

様とする。 

 

２ 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に定める事

項を定め、前項の事項とともに市長に届け出なければならな

い。届出の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 卸売業者は、品質管理の責任者の責務に係る次に定める事項

を定め、前項の事項とともに市長に届け出なければならない。

届出の内容を変更しようとするときも同様とする。 
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改正前 改正後 改正趣旨 

(１) 船舶等からの陸揚げ時における品質管理に関するこ

と。 

(１) 船舶等からの陸揚げ時における品質管理に関すること。  

(２) 物品の鮮度や外観、衛生状態等の確認に関すること。 (２) 物品の鮮度や外観、衛生状態等の確認に関すること。  

(３) 必要に応じた船舶等の輸送条件等の記録の提示に関す

ること。 

(３) 必要に応じた船舶等の輸送条件等の記録の提示に関す

ること。 

 

(４) 生鮮魚介類の温度管理に関すること。 (４) 生鮮魚介類の温度管理に関すること。  

(５) 物品の滞留時間の管理に関すること。 (５) 物品の滞留時間の管理に関すること。  

(６) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。 (６) 卸売場内での物品の取扱いに関すること。  

(７) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。 (７) 卸売場内の衛生的な利用に関すること。  

(８) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。 (８) 取引後の速やかな物品の搬出に関すること。  

(９) 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。 (９) 市場施設等の清潔・衛生の保持に関すること。  

(10) その他品質管理の徹底に関すること。 (10) その他品質管理の徹底に関すること。  

３ 買受人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努

めるものとする。 

３ 買受人は、次に掲げる事項を遵守し、品質管理の徹底に努め

るものとする。 

 

(１) 物品の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時

間の短縮を図ること。 

(１) 物品の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時

間の短縮を図ること。 

 

(２) コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車両の

利用を図ること。 

(２) コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車両の利

用を図ること。 

 

(３) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行う

こと。 

(３) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行う

こと。 

 

４ 卸売業者、買受人、関連事業者、その他市場内で搬送車両

を所有する者は、電気を動力とする搬送車両等の利用に努め

るものとする。 

４ 卸売業者、買受人、関連事業者、その他市場内で搬送車両を

所有する者は、電気を動力とする搬送車両等の利用に努めるも

のとする。 

 

 （差別的取扱いの禁止） 法第13条第５項第３

号のイに定める必須

規定事項（追加） 

 第10条の２ 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に

対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。 

（卸売業者が定める規約の承認） （卸売業者が定める規約の承認）  

第11条 卸売業者は、委託を受けた物品の取扱いを円滑に行う

ため、この規程に定めるもののほか必要な事項は、「卸売業

務規約」を定め、市長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも同様とする。 

第11条 卸売業者は、委託を受けた物品の取扱いを円滑に行うた

め、この規程に定めるもののほか必要な事項は、「卸売業務規

約」を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更

しようとするときも同様とする。 
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改正前 改正後 改正趣旨 

２ 前項に定める「卸売業務規約」に掲げる事項は、おおむね

次のとおりとする。 

２ 前項に定める「卸売業務規約」に掲げる事項は、おおむね次

のとおりとする。 

 

(１) 委託物品の取引に関する事項 (１) 委託物品の取引に関する事項  

(２) 卸売代金の決済等に関する事項 (２) 卸売代金の決済等に関する事項  

(３) 回船問屋に関する事項 (３) 回船問屋に関する事項  

(４) 買受人の登録及び保証金等に関する事項 (４) 買受人の登録及び保証金等に関する事項  

(５) 魚市場施設の管理に関する事項 (５) 魚市場施設の管理に関する事項  

(６) その他卸売業務に必要な事項 (６) その他卸売業務に必要な事項  

（せり人章） （せり人） 県条例の廃止により

セリ人の届出規定を

追加。 

第12条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、卸売業者が

定めるせり人章を着用しなければならない。 

第12条 卸売業者が魚市場において行う卸売のためのせり人は、

せりを行うのに必要な知識及び経験を有する者でなければな

らない。 

 ２ 卸売業者は、せり人を定めたときは、速やかにせり人選定（変

更）届出書（様式第４号）により市長に届け出なければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

 

 

 

３ せり人は、卸売のせりに従事するときは、卸売業者が定める

せり人章を着用しなければならない。 

 

（買受人の承認） （買受人の承認）  

第13条 買受人として市長の承認を受けようとする者は、次の

各号に掲げる事項を記載した買受人承認申請書（様式第２号）

を卸売業者を経由し、提出しなければならない。 

第13条 買受人として市長の承認を受けようとする者は、次の各

号に掲げる事項を記載した買受人承認申請書（様式第５号）を

卸売業者を経由し、提出しなければならない。 

様式番号の改正 

(１) 氏名、名称又は商（屋）号、住所及び略歴 (１) 氏名、名称又は商（屋）号、住所及び略歴  

(２) 法人の場合にあつては、資本金又は出資の額及び役員

の氏名 

(２) 法人の場合にあつては、資本金又は出資の額及び役員の

氏名 

 

(３) 取扱品目の種類又は営業の内容 (３) 取扱品目の種類又は営業の内容  

(４) 卸売を受けようとする年間買受見込額 (４) 卸売を受けようとする年間買受見込額  

２ 市長は、第１項の承認を受けようとする者が、次の各号の

一に該当するときは、承認しないものとする。 

２ 市長は、第１項の承認を受けようとする者が、次の各号の一

に該当するときは、承認しないものとする。 

 

(１) 破産手続開始の決定を受け復権しない者 (１) 破産手続開始の決定を受け復権しない者  

(２) 卸売の相手方として必要な知識、経験又は資力を有し

ない者 

(２) 卸売の相手方として必要な知識、経験又は資力を有しな

い者 
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改正前 改正後 改正趣旨 

３ 市長は、買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ、

卸売業者の意見をきくものとする。 

３ 市長は、買受人の承認をしようとするときは、あらかじめ、

卸売業者の意見をきくものとする。 

 

４ 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人承認書（様式

第３号）を交付するものとする。 

４ 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人承認書（様式第

６号）を交付するものとする。 

様式番号の改正 

５ 条例第11条の規定により承認を受けた者が、引き続き買受

人として承認を受けようとするときは、期間満了までに更新

の承認を受けなければならない。 

５ 条例第15条の規定により承認を受けた者が、引き続き買受人

として承認を受けようとするときは、期間満了までに更新の承

認を受けなければならない。 

参照条文の改正 

（名称変更等の届出） （名称変更等の届出）  

第14条 買受人は、次の各号の一に該当するときは、名称等変

更届出書（様式第４号）により、遅滞なくその旨を卸売業者

を経由し、市長に届け出なければならない。 

第14条 買受人は、次の各号の一に該当するときは、名称等変更

届出書（様式第７号）により、遅滞なくその旨を卸売業者を経

由し、市長に届け出なければならない。 

様式番号の改正 

(１) 氏名、名称若しくは商（屋）号又は住所を変更したと

き。 

(１) 氏名、名称若しくは商（屋）号又は住所を変更したとき。  

(２) 法人の場合にあつては、資本金若しくは出資の額又は

役員を変更したとき。 

(２) 法人の場合にあつては、資本金若しくは出資の額又は役

員を変更したとき。 

 

(３) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。 (３) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。  

２ 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続

人又は清算人は、遅滞なくその旨を卸売業者を経由し、市長

に届け出なければならない。 

２ 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人

又は清算人は、遅滞なくその旨を卸売業者を経由し、市長に届

け出なければならない。 

 

（買受人の承認の取消し等） （買受人の承認の取消し等）  

第15条 市長は、買受人が第13条第２項に該当することとなつ

たときは、その承認を取り消すものとする。 

第15条 市長は、買受人が第13条第２項に該当することとなつた

ときは、その承認を取り消すものとする。 

 

２ 市長は、買受人が次の各号の一に該当するときは、その承

認を取り消し、又は魚市場における売買取引の全部又は一部

を制限することができる。 

２ 市長は、買受人が次の各号の一に該当するときは、その承認

を取り消し、又は魚市場における売買取引の全部又は一部を制

限することができる。 

 

(１) 売買取引に関し、不正の行為があつたとき。 (１) 売買取引に関し、不正の行為があつたとき。  

(２) 買受代金の支払を怠つたとき。 (２) 買受代金の支払を怠つたとき。  

(３) 保管の費用又は損失金の支払を怠つたとき。 (３) 保管の費用又は損失金の支払を怠つたとき。  

(４) 卸売業者が定める卸売業務規約に違反し、取引を禁止

されたとき。 

(４) 卸売業者が定める卸売業務規約に違反し、取引を禁止さ

れたとき。 

 

（買受人章） （買受人章）  
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改正前 改正後 改正趣旨 

第16条 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付

するものとする。 

第16条 市長は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付す

るものとする。 

 

２ 買受人は、魚市場内においては、前項の買受人章を着用し

なければならない。 

２ 買受人は、魚市場内においては、前項の買受人章を着用しな

ければならない。 

 

 （売買取引の原則） 法第13条第５項第５

号の表の１に定める

必須規定事項（追加） 

 第16条の２ 魚市場における売買取引は、公正かつ効率的でなけ

ればならない。 

 （売買取引条件の公表） 法第13条第５項第５

号の表の４に定める

必須規定事項（追加） 

 第16条の３ 卸売業者は、次に掲げる事項について公表しなけれ

ばならない。 

 (１) 営業日及び営業時間  

 (２) 取扱品目  

 (３) 生鮮食料品等の引渡しの方法  

 (４) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者

又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額 

 

 (５) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支

払方法 

 

 (６) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（そ

の交付の基準を含む。） 

 

（売買取引の方法） （売買取引の方法） 法第13条第５項第４

号のイに定める必須

規定事項（改正なし） 

第17条 魚市場において行う卸売については、次の表の左欄に

掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める売買取

引の方法によらなければならない。 

第17条 魚市場において行う卸売については、次の表の左欄に掲

げる物品の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める売買取引の

方法によらなければならない。 

 物品の区分 売買取引の方法   物品の区分 売買取引の方法   

 １ 委託者がせり売又は

入札の方法によること

を求めた物品 

せり売又は入札の方法   １ 委託者がせり売又は

入札の方法によること

を求めた物品 

せり売又は入札の方法   

 ２ 委託者が委託物品の

一定の割合についてせり

売又は入札の方法による

ことを求めた物品 

毎日の卸売予定数量の

うち物品等の品目ごと

に定める一定の割合に

ついてはせり売又は入

札の方法、それ以外の部

  ２ 委託者が委託物品の

一定の割合についてせ

り売又は入札の方法に

よることを求めた物品 

毎日の卸売予定数量の

うち物品等の品目ごと

に定める一定の割合に

ついてはせり売又は入
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改正前 改正後 改正趣旨 

分についてはせり売若

しくは入札の方法又は

相対による取引の方法

（一の卸売業者と一の

卸売の相手方が個別に

売買取引を行う方法を

いう。以下「相対取引」

という。） 

札の方法、それ以外の部

分についてはせり売若

しくは入札の方法又は

相対による取引の方法

（一の卸売業者と一の

卸売の相手方が個別に

売買取引を行う方法を

いう。以下「相対取引」

という。） 

 ３ 前２号以外の物品 せり売若しくは入札の

方法又は相対取引 

  ３ 前２号以外の物品 せり売若しくは入札の

方法又は相対取引 

  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する

場合であつて、市長がせり売又は入札の方法によることが著

しく不適当であると認めたときは、相対取引の方法によるこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場

合であつて、市長がせり売又は入札の方法によることが著しく

不適当であると認めたときは、相対取引の方法によることがで

きる。 

 

(１) 災害が発生した場合 (１) 災害が発生した場合  

(２) 入荷が遅延した場合 (２) 入荷が遅延した場合  

(３) 卸売の相手方が少数である場合 (３) 卸売の相手方が少数である場合  

(４) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の

卸売をする場合 

(４) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の

卸売をする場合 

 

(５) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した

契約に基づき確保した物品等の卸売をするとき。 

(５) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した

契約に基づき確保した物品等の卸売をするとき。 

 

(６) 緊急に出港する船舶に物品等を供給する必要があるた

めその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以

前に卸売をする場合 

(６) 緊急に出港する船舶に物品等を供給する必要があるた

めその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以

前に卸売をする場合 

 

(７) 第18条の規定によりその市場における買受人以外の者

に対して卸売をする場合 

(７) 次条の規定によりその市場における買受人以外の者に

対して卸売をする場合 

表現の修正 

３ 卸売業者は、第１項の表第２号及び第３号の物品について

は、次に掲げる場合であつて市長が指示したときは、せり売

又は入札の方法によらなければならない。 

３ 卸売業者は、第１項の表第２号及び第３号の物品について

は、次に掲げる場合であつて市長が指示したときは、せり売又

は入札の方法によらなければならない。 

 

(１) 魚市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少し (１) 魚市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少し  
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改正前 改正後 改正趣旨 

た場合 た場合 

(２) 魚市場における物品に対する需要が一時的に著しく増

加した場合 

(２) 魚市場における物品に対する需要が一時的に著しく増

加した場合 

 

（卸売の相手方の制限の特例） （卸売の相手方の制限の特例） 法第13条第５項第６

号に定める事項（そ

の他取引ルール）に

該当するため、取引

関係者の意見を聞い

て定める事項となる

もの。（改正なし） 

第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

買受人以外の者に対して卸売をすることができる。 

第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、買

受人以外の者に対して卸売をすることができる。 

(１) 魚市場における入荷量が著しく多いことにより、又は

品目若しくは品質が特殊であることにより残品が生ずるお

それがある場合 

(１) 魚市場における入荷量が著しく多いことにより、又は品

目若しくは品質が特殊であることにより残品が生ずるおそ

れがある場合 

(２) 卸売をした後残品が生じた場合 (２) 卸売をした後残品が生じた場合 

(３) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う

者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他

の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売

市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の

買受人に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づ

く卸売が次に掲げる要件を満たしている場合 

(３) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者

との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の

卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場

において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受

人に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売

が次に掲げる要件を満たしている場合 

ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品

目、数量の上限、卸売の実施期間（１月以上のものに限

る。）及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定めら

れているとき。 

ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品

目、数量の上限、卸売の実施期間（１月以上のものに限る。）

及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められてい

るとき。 

 

イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定め

る事項を記載した申請書を市長に提出し、当該契約に基

づく卸売が魚市場における取引の秩序を乱すおそれがな

い旨の市長の承認を受けているとき。 

イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める

事項を記載した申請書を市長に提出し、当該契約に基づく

卸売が魚市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨

の市長の承認を受けているとき。 

 

(４) 卸売業者が、漁業者等（漁業者又は漁業者を構成員と

する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。以下同

じ。）及び食品製造業者等（生鮮食料品等を原料又は材料

として使用し、製造、加工、又は販売の事業を行う者をい

う。以下同じ。）との間においてあらかじめ締結した新商

品の開発に必要な国内産の水産物の供給に関する契約に基

づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であつ

(４) 卸売業者が、漁業者等（漁業者又は漁業者を構成員とす

る漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。以下同じ。）

及び食品製造業者等（生鮮食料品等を原料又は材料として使

用し、製造、加工、又は販売の事業を行う者をいう。以下同

じ。）との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必

要な国内産の水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品

製造業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基
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改正前 改正後 改正趣旨 

て、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしてい

る場合 

づく卸売が次に掲げる要件を満たしている場合 

ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品

目、数量の上限及び卸売の実施期間（１月以上１年未満

のものに限る。）が定められているとき。 

ア 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品

目、数量の上限及び卸売の実施期間（１月以上１年未満の

ものに限る。）が定められているとき。 

 

イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定め

る事項を記載した申請書を市長に提出し、当該契約に基

づく卸売が魚市場における取引の秩序を乱すおそれがな

い旨の市長の承認を受けているとき。 

イ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める

事項を記載した申請書を市長に提出し、当該契約に基づく

卸売が魚市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨

の市長の承認を受けているとき。 

 

(５) 前４号に該当する場合を除き、市長の承認を得て他の

卸売市場において卸売業務を行う者に対して卸売をする場

合 

(５) 前各号に該当する場合を除き、市長の承認を得て他の卸

売市場において卸売業務を行う者に対して卸売をする場合 

表現の修正 

２ 前項第３号イの規定による承認を受けようとする卸売業者

は、次の各号に掲げる事項を記載した他の卸売市場等卸売業

務承認申請書（様式第５号）に他の卸売市場において卸売の

業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係

る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当

該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

２ 前項第３号イの規定による承認を受けようとする卸売業者

は、次の各号に掲げる事項を記載した他の卸売市場等卸売業務

承認申請書（様式第８号）に他の卸売市場において卸売の業務

を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契

約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請

の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

様式番号の改正 

(１) 申請者の名称 (１) 申請者の名称  

(２) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名

称 

(２) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名

称 

 

(３) 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名

称 

(３) 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名

称 

 

(４) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目 (４) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目  

(５) 当該卸売による卸売の数量の上限 (５) 当該卸売による卸売の数量の上限  

(６) 実施期間 (６) 実施期間  

(７) 入荷量が著しく減少した場合の措置 (７) 入荷量が著しく減少した場合の措置  

(８) 当該卸売をしなければならない理由 (８) 当該卸売をしなければならない理由  

３ 第１項第４号イの規定による承認を受けようとする卸売業

者は、次の各号に掲げる事項を記載した食品製造業者等卸売

業務承認申請書（様式第６号）に漁業者等及び食品製造業者

３ 第１項第４号イの規定による承認を受けようとする卸売業

者は、次の各号に掲げる事項を記載した食品製造業者等卸売業

務承認申請書（様式第９号）に漁業者等及び食品製造業者等と

様式番号の改正 
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改正前 改正後 改正趣旨 

等と締結した国内産の水産物を利用した新商品の開発に関す

る契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければな

らない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とす

る。 

締結した国内産の水産物を利用した新商品の開発に関する契

約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならな

い。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

(１) 申請者の名称 (１) 申請者の名称  

(２) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所 (２) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所  

(３) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所 (３) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所  

(４) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目 (４) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目  

(５) 当該卸売による卸売の数量の上限 (５) 当該卸売による卸売の数量の上限  

(６) 実施期間 (６) 実施期間  

(７) 国内水産物を利用した新商品の内容 (７) 国内水産物を利用した新商品の内容  

(８) 当該卸売をしなければならない理由 (８) 当該卸売をしなければならない理由  

４ 第１項第３号又は第４号の承認を受けた卸売業者は、毎月、

その承認に係る品目の卸売の数量を翌月20日までに市長に届

け出なければならない。 

４ 第１項第３号又は第４号の承認を受けた卸売業者は、毎月、

その承認に係る品目の卸売の数量を翌月20日までに市長に届

け出なければならない。 

 

（卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止） （卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止） 法第13条第５項第６

号に定める事項（そ

の他取引ルール）に

該当するため、取引

関係者の意見を聞い

て定める事項となる

もの。（改正なし） 

第19条 卸売業者（その役員及び使用人を含む。）は、卸売の

相手方として買受人となることはできない。ただし、適正な

取引及び価格形成を阻害せず、かつ、買受人に著しい不利益

を及ぼさないと認められる場合は、買受人として承認するこ

とができる。 

第19条 卸売業者（その役員及び使用人を含む。）は、卸売の相

手方として買受人となることはできない。ただし、適正な取引

及び価格形成を阻害せず、かつ、買受人に著しい不利益を及ぼ

さないと認められる場合は、買受人として承認することができ

る。 

２ 前項の者が買受人として市長の承認を受けようとする場合

は、第13条第１項に定める申請書に前項ただし書の誓約書を

添えて提出しなければならない。 

２ 前項の者が買受人として市長の承認を受けようとする場合

は、第13条第１項に定める申請書に前項ただし書の誓約書を添

えて提出しなければならない。 

（卸売予定数量等の公表等） （卸売予定数量等の公表等） 法第13条第５項第５

号の表の６に定める

必須規定事項。（一

部改正） 

第20条 市長が行う卸売予定数量並びに卸売数量及び価格（消

費税額を含む。）の公表は、魚市場内の見やすい場所に掲示

して行うものとする。 

第20条 市長及び卸売業者が行う主要な品目の毎日の卸売予定

数量並びに卸売数量及び価格（消費税額を含む。）の公表は、

卸売予定数量にあつてはその日の卸売が開始されるまでに、卸

売数量及び価格にあつては卸売終了後速やかに魚市場内の見

やすい場所に掲示して行うものとする。 

２ 卸売業者は、前項の公表に必要な資料を市長に提出しなけ ２ 卸売業者は、前項の公表に必要な資料を市長に提出しなけれ
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ればならない。 ばならない。 

 ３ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額

及び奨励金等がある場合にあつてはその月の前月の奨励金等

の種類ごとの交付額（第16条の３の規定によりその条件を公表

した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）を魚市場内

の見やすい場所に公表するものとする。 

（委託手数料） （委託手数料）  

第21条 卸売業者が魚市場における委託者から収受する委託手

数料の額は、卸売金額（消費税額を含む。）の1,000分の50

以内とする。 

第21条 卸売業者が魚市場における委託者から収受する委託手

数料の額は、卸売金額（消費税額を含む。）の1,000分の50以

内とする。 

 

（委託手数料以外の報償収受の禁止） （委託手数料以外の報償収受の禁止）  

第22条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて、その委託

者から前条で定める委託手数料以外の報償を受けてはならな

い。 

第22条 卸売業者は、販売の委託の引受けについて、その委託者

から前条で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。 

 

（売買仕切金の前渡し等の制限） （売買仕切金の前渡し等の制限）  

第23条 卸売業者は、委託者に対し売買仕切金を前渡し、保障

金を差し入れ、又は資金を貸し付けようとするときは、市長

の承認を受けなければならない。 

第23条 卸売業者は、委託者に対し売買仕切金を前渡し、保障金

を差し入れ、又は資金を貸し付けようとするときは、市長の承

認を受けなければならない。 

 

２ 市長は、前項の承認の申請があつた場合において、当該申

請に係る前渡し等が卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害す

るおそれがあると認められるときは、同項の承認をしないも

のとする。 

２ 市長は、前項の承認の申請があつた場合において、当該申請

に係る前渡し等が卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害する

おそれがあると認められるときは、同項の承認をしないものと

する。 

 

 （代金決済の方法） 法第13条第５項第４

号のロに定める必須

規定事項。（追加） 

 第23条の２ 卸売業者は、受託物品を販売したときは、売買仕切

書を作成するとともに、当該仕切書を添え、現金、送金その他

の方法で、その販売をした日から20日以内にその代金（消費税

額を含む。）を委託者に支払わなければならない。ただし、特

約がある場合は、この限りでない。 

 ２ 買受人は、卸売を受けた日から起算して20日以内に、現金、

送金その他の方法でその代金（消費税額を含む。）を卸売業者

に支払わなければならない。ただし、特約がある場合は、この

 



14 

 

改正前 改正後 改正趣旨 

限りでない。 

 （卸売業者による報告等） 法第13条第５項第５

号の表の５に定める

必須規定事項。（追

加） 

 第23条の３ 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則

（昭和46年農林省令第52号）別記様式第２号により事業報告書

を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなけれ

ばならない。 

 ２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行つたときは、速や

かに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の

写しを作成し、１年間主たる事務所に備えて置かなければなら

ない。 

 

 ３ 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のため

の販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい

旨の申出があつたときは、次に掲げる正当な理由がなければこ

れを拒んではならない。 

 

 (１) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売

をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなさ

れた場合 

 

 (２) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務

の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がな

されたと認められる場合 

 

 (３) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた

場合 

 

（報告等） （報告等） 法第13条第５項第３

号のハに定める必須

規定事項。（一部改

正） 

第24条 市長は、魚市場業務の適正かつ健全な運営を確保する

ため、必要があると認めるときは、卸売業者又は買受人に対

しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求

め、又はその業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとる

べき旨を申し入れることができる。 

第24条 市長は、魚市場業務の適正かつ健全な運営を確保するた

め、必要があると認めるときは、取引参加者（条例第３条の２

に規定する取引参加者をいう。）に対しその業務若しくは財産

に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は業務に関する帳簿

書類等を検査することができる。 

 （改善命令） 法第13条第５項第３

号のハに定める必須

規定事項。（一部改

 第24条の２ 市長は、卸売業者に対し、卸売業務の運営等に関し

必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。 
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正） 

（衛生上有害物品の売買禁止等） （衛生上有害物品の売買禁止等）  

第25条 市長は、衛生上有害な物品が魚市場において販売され、

又は販売の目的をもつて搬入された場合は、売買を差し止め、

又は撤去を指示することができる。 

第25条 市長は、衛生上有害な物品が魚市場において販売され、

又は販売の目的をもつて搬入された場合は、売買を差し止め、

又は撤去を指示することができる。 

 

（原状変更等の申請） （原状変更等の申請）  

第26条 条例第７条の規定により許可を受けようとする場合

は、魚市場施設用途（原状）変更許可申請書（様式第７号）

に設計図面及び費用見積書を添えて申請しなければならな

い。 

第26条 条例第７条の規定により許可を受けようとする場合は、

魚市場施設用途（原状）変更許可申請書（様式第10号）に設計

図面及び費用見積書を添えて申請しなければならない。 

様式番号の改正 

２ 前項の規定により許可を受けた者は、工事が完了したとき

は、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可を受けた者は、工事が完了したとき

は、直ちに市長に届け出て検査を受けなければならない。 

 

（委任） （委任）  

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定

める。 

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定め

る。 

 

附 則 附 則  

１ この規程は、昭和48年１月１日から適用する。 １ この規程は、昭和48年１月１日から適用する。  

２ 昭和48年１月１日現に大船渡市魚市場条例（昭和39年大船

渡市条例第39号）の規定により卸売又は仲買業務を行つてい

る者についての必要な事項は、条例による許可又は承認を受

ける日までは、なお従前の例による。 

２ 昭和48年１月１日現に大船渡市魚市場条例（昭和39年大船渡

市条例第39号）の規定により卸売又は仲買業務を行つている者

についての必要な事項は、条例による許可又は承認を受ける日

までは、なお従前の例による。 

 

附 則（昭和50年９月１日告示第25号） 附 則（昭和50年９月１日告示第25号）  

この告示は、昭和50年９月１日から施行する。 この告示は、昭和50年９月１日から施行する。  

附 則（昭和55年５月１日告示第26号） 附 則（昭和55年５月１日告示第26号）  

この告示は、昭和55年５月１日から施行する。 この告示は、昭和55年５月１日から施行する。  

附 則（昭和57年６月25日告示第33号） 附 則（昭和57年６月25日告示第33号）  

この告示は、昭和57年６月25日から施行する。 この告示は、昭和57年６月25日から施行する。  

附 則（昭和63年12月20日告示第71号） 附 則（昭和63年12月20日告示第71号）  

この告示は、昭和64年４月１日から施行する。 この告示は、昭和64年４月１日から施行する。  

附 則（平成元年２月１日告示第３号） 附 則（平成元年２月１日告示第３号）  

この告示は、平成元年４月１日から施行する。 この告示は、平成元年４月１日から施行する。  
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附 則（平成元年３月25日告示第19号） 附 則（平成元年３月25日告示第19号）  

この告示は、平成元年４月１日から施行する。 この告示は、平成元年４月１日から施行する。  

附 則（平成５年３月16日告示第10号） 附 則（平成５年３月16日告示第10号）  

この告示は、平成５年４月１日から施行する。 この告示は、平成５年４月１日から施行する。  

附 則（平成８年３月28日告示第23号） 附 則（平成８年３月28日告示第23号）  

この告示は、平成８年３月28日から施行する。 この告示は、平成８年３月28日から施行する。  

附 則（平成12年８月31日告示第70号） 附 則（平成12年８月31日告示第70号）  

この告示は、平成12年９月１日から施行する。 この告示は、平成12年９月１日から施行する。  

附 則（平成17年３月14日告示第22号） 附 則（平成17年３月14日告示第22号）  

この告示は、平成17年３月14日から施行する。 この告示は、平成17年３月14日から施行する。  

附 則（平成17年７月29日告示第108号） 附 則（平成17年７月29日告示第108号）  

この告示は、平成17年８月１日から施行する。 この告示は、平成17年８月１日から施行する。  

附 則（平成18年９月29日告示第130号） 附 則（平成18年９月29日告示第130号）  

この告示は、平成18年９月29日から施行する。 この告示は、平成18年９月29日から施行する。  

附 則（平成25年６月27日告示第99号） 附 則（平成25年６月27日告示第99号）  

この告示は、平成25年７月１日から施行する。 この告示は、平成25年７月１日から施行する。  

附 則（平成26年４月１日告示第128号） 附 則（平成26年４月１日告示第128号）  

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 この告示は、平成26年４月１日から施行する。  

附 則（平成29年10月23日告示第183号） 附 則（平成29年10月23日告示第183号）  

この告示は、平成29年10月23日から施行する。 この告示は、平成29年10月23日から施行する。  

 附 則（令和２年〇月〇日告示第〇号）  

 この告示は、令和２年〇月〇日から施行する。 
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 様式第１号（第８条の２関係） 

 

魚市場卸売業務許可申請書 

 

年  月  日 

 

大船渡市長 様 

 

住   所 

申請人 氏名・名称          印 

商（屋）号 

 

 地方卸売市場大船渡市魚市場条例第４条の２第１項の規定に

より、魚市場における卸売の業務の許可を申請します。 

 

申 請 人 の 略 歴 

 

法 

人 

の 

場 

合 

資本金又は 

出 資 の 額 

 

役員の氏名 
 

卸売業務開始の 

予 定 年 月 日 

 

そ の 他 

 

 

 

卸売業務許可申請書

様式の追加 
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 様式第２号（第８条の３関係） 

 

魚市場卸売業務許可証 

 

第  号 

年  月  日 

様 

 

大船渡市長       印 

 

     年  月  日に申請のあつた魚市場における卸売

の業務について、次のとおり許可する。 

 

卸売業者の氏名 

又 は 名 称 

 

卸売業者の所在地 
 

※ 卸売の業務に当たっては、地方卸売市場大船渡市魚市場条

例、地方卸売市場大船渡市魚市場条例施行規則及び地方卸売市

場大船渡市魚市場業務規程を遵守すること。 

  

卸売業務許可証様式

の追加 

様式第１号（第９条関係） 

 

魚市場施設使用許可申請書 

 

 [略] 

 

 地方卸売市場大船渡市魚市場条例第４条の規定により、魚市

場施設の使用許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 [略]  

様式第３号（第９条関係） 

 

魚市場施設使用許可申請書 

 

 [略] 

 

 地方卸売市場大船渡市魚市場条例第５条の規定により、魚市場

施設の使用許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 [略]  

様式番号の改正 

参照条文の改正 
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 様式第４号（第12条関係） 

 

せり人選定（変更）届出書 

 

年  月  日 

 

大船渡市長 様 

 

住   所 

氏名・名称          印 

商（屋）号 

 

 せり人を定めた（変更した）ので、地方卸売市場大船渡市魚市

場業務規程第12条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

氏名 住所 年齢 性別 経験年数 備考 

      

  

セリ人選定届出様式

の追加 

様式第２号（第13条関係） 

 

買受人承認申請書（更新・新規） 

 

 [略] 

 

 地方卸売市場大船渡市魚市場条例第11条第１項の規定によ

り、魚市場の買受人として承認を受けたいので、関係書類を添

えて次のとおり申請します。 

 

 [略] 

 （注）提出部数３部 

  

様式第５号（第13条関係） 

 

買受人承認申請書（更新・新規） 

 

 [略] 

 

 地方卸売市場大船渡市魚市場条例第15条第１項の規定により、

魚市場の買受人として承認を受けたいので、関係書類を添えて次

のとおり申請します。 

 

 [略] 

 （注）提出部数２部 

  

様式番号の改正 

参照条文の改正 

提出部数の改正 



20 

 

改正前 改正後 改正趣旨 

様式第３号（第13条関係） 

 [略] 

 

様式第６号（第13条関係） 

 [略] 

 

様式番号の改正 

様式第４号（第14条関係） 

 

名称等変更届出書 

 

 [略] 

 

 （注）提出部数 ３部  変更内容を証する書類を添付する

こと。 

 

様式第７号（第14条関係） 

 

名称等変更届出書 

 

 [略] 

 

 （注）提出部数 ２部  変更内容を証する書類を添付するこ

と。 

 

様式番号の改正 

提出部数の改正 

様式第５号（第18条関係） 

 

他の卸売市場等卸売業務承認申請書（新規・変更） 

 

 [略] 

 

 （注）提出部数３部 

  

様式第８号（第18条関係） 

 

他の卸売市場等卸売業務承認申請書（新規・変更） 

 

 [略] 

 

  

  

様式番号の改正 

様式第６号（第18条関係） 

 

食品製造業者等卸売業務承認申請書（新規・変更） 

 

 [略] 

 

 （注）提出部数３部 

  

様式第９号（第18条関係） 

 

食品製造業者等卸売業務承認申請書（新規・変更） 

 

 [略] 

 

  

  

様式番号の改正 

様式第７号（第26条関係） 

 [略] 

様式第10号（第26条関係） 

 [略] 

様式番号の改正 
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